
拠点
保安規定

条項番号
変更内容

第63条

第64条

第65条

第66条

再処理規則第14条（工場又は事業所において行われる運搬）の改正に伴う変更：

 核燃料物質等の運搬前に保安上の措置の実施状況の確認が追加されたことから、運

搬に係る関連条項を変更する。

第52条

第62条

第124条

核燃料取扱主任者の同意手続きに係る適正化：

 核燃料取扱主任者の計画等に対する同意手続きについて、最終決裁者の承認前に同

意を得ることを明確にする。

第15条の2

施設運用管理業務に関する条文の追加：

 廃止措置管理の設備運用に関する基本的な業務(巡視、監視、操作、設備不具合時の

対応等）を明確化するため当該条文を追加する。

第67条の5

２次冷却材ナトリウム一時保管用タンクへの移送に関する条文の削除：

 ２次冷却材ナトリウムの一時保管用タンクへの移送が完了したことから当該条文を

削除する。

第19条
法令改正に伴う用語の見直し：

「日本工業規格」の記載を「日本産業規格」に変更する。

第61条

地震・火災等発生時の対応における記載の具体化及び充足：

 地震発生時の対応に係る条文（第22条第5項）の内容を火災発生時の対応に係る条

へ統合したほか、法令要求事項との整合を図る。

東海再処理

もんじゅ

ふげん
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